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平成１８年１２月２２日 

企業会計基準委員会 

委員長 斎 藤 静 樹 殿 
 

テーマ協議会     

議長 川 北   博 
 

 

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 

さて、去る平成 18 年 11 月 20 日に第 12 回テーマ協議会を開催致しました。 

今回は、以下の内容に関する議論を行っております。 

 

1. 企業会計基準委員会の活動報告 

2. その他 

 

つきましては、別紙のとおり、議事の概要についてご報告いたしますので、貴委員会の活動

のご参考にしていただければ幸甚です。 

 

 

 

敬具 

 

 

［当日の出席者］ 

・テーマ協議委員 ：川北議長、阿部委員、伊藤委員、岩本委員、川口委員、土本委員、 

森田委員、八木委員、山崎委員 

・ASBJ／FASF   ：西川 ASBJ 副委員長、石井 ASBJ 常勤委員、 

遠藤 FASF 常務理事 
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＜別紙＞ 

 

第 12 回テーマ協議会の議事概要 

 

１．企業会計基準委員会（以下、「ASBJ」という）の活動報告 

（報告） 

 石井 ASBJ 常勤委員より、ASBJ の活動状況として、テーマ協議会からの提言項目

に関わる対応状況及びその他のテーマに関わる取組状況、並びに前回のテーマ協

議会（平成 18 年 3 月）以降の活動として、コンバージェンスに関わる会計基準等

の開発プロジェクトの計画表の公表について報告がなされた。また、西川 ASBJ 副

委員長より IASB との定期会合に関する報告がなされた。 

 

（委員等からの主な意見） 

 過年度財務諸表の遡及修正については、（平成 19 年第 2 四半期に論点整理が公表

されることとなっているが）平成 20 年 4 月以後に適用となる四半期会計基準との

関係で、早期の対応をお願いしたい。 

 

２．その他 

 

 八木委員より、SAC 会議（11 月）の状況について紹介がなされた。また、日本経

団連関係者による 9月訪欧の際の欧州委員会、欧州産業連盟、個別企業、IASB と

の意見交換の状況についても合わせて紹介がなされた。 

 

以 上 


